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活用事例（年間指導報告書の要約書） 

学校名 北九州工業高等専門学校 教員・教官名 松嶋 茂憲 

ねらい（○印） ○
ａ 知財の重要性  ｂ）法制度・出願  ｃ）課題解決（創造性開発・課題研究・商品開発等） 

ｄ）知財尊重   ｅ）知財連携   
○
ｆ 人材育成（学習意欲向上、意識変化、協調性向上等 ） 

関連法（○印） ○
ａ 特許・実用法 ｂ）意匠法 ｃ）商標法 ｄ）著作権法 ｅ）種苗法  ｆ）その他（       ） 

 

テーマ 知的財産の基礎と企業活動における特許戦略の在り方の学習と模擬的出願書類の作成 

・背景 

・目標 

（背景）近年、科学技術のグローバル化が急速に進み、技術者には先駆的かつ独創的で重要性の

高い技術を特許化及び論文化し、知的財産権の確保と保護する姿勢が求められている。 

（目標） 

知的財産の基礎と企業活動における特許戦略の在り方の学習と模擬的出願書類の作成 

活動の 

経過 

(知財との

関連） 

１．<知的財産概論>  

知的財産制度についての基礎知識, 企業における知的財産, 出願書類の作成における概説,  

IPDL を使った特許調査の概説 (講師：株式会社安川電機 知財部長) 

２. <企業における事例 1> ～<企業における事例 ４> 

企業の技術動向, 技術者の取り組み, 知的財産権の関わり 

※ TOTO 株式会社, 

※ 株式会社タカギ 

※ 株式会社フジコー 

※ 株式会社 三井ハイテック 

３．<模擬的出願書類作成 １> 

 特許法, 特許出願についての法律, 新規性, 進歩性 

 講師：九州工業大学産学連携センター教授 

４．<模擬的出願書類の作成 １>～ <模擬的出願書類の作成 ２> 

講師：国際特許事務所 弁理士 

 

まとめ 

･成果 

･気づき 

･反省 

課題 

本校において、はじめて知的財産に関する講義（実習を一部含む）を実施した。 

受講学生に如何に知財に興味を持たせるか苦労したが、企業現場の実例に即した内容で 

あったことや学生の取り組む特別研究内容に関して検索実習及びレポート作成を行った。 

これにより、受講学生に知財に関する関心を芽生えさせることができた。 

今後は、専攻科だけでなく本科学生に対する知財教育に取り組むかが課題である。 

 

「本資料内の写真，イラスト，引用文献等の承諾が必要なものにつきましては，権利者の承諾を得ていることを申し添えます。」 

  

学校番号：専０３ 様式５ 
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Fig. 1   弁理士による講義風景 

 

 

 

 

Fig. 2   弁理士による講義風景 

 

 

※ 本資料内の写真、イラスト等の許諾が必要なものにつきましては、権利者の許諾を得ている 

ことを申し添えます。 
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活用事例（年間指導報告書の要約書） 

学校名 長野工業高等専門学校 教員・教官名 戸谷 順信、堀口 勝三 

ねらい（○印） ａ）知財の重要性   ｂ）法制度・出願    ｃ）課題解決（創造性開発・課題研究・商品開発等） 

ｄ）知財尊重    ｅ）知財連携    ｆ）人材育成（学習意欲向上、意識変化、協調性向上等 ） 

関連法（○印） ａ）特許・実用法 ｂ）意匠法 ｃ）商標法 ｄ）著作権法 ｅ）種苗法  ｆ）その他（       ） 

 

テーマ 知的財産権教育を活用したアイデア創出・課題解決能力の育成と実践 

・背景 

・目標 

（背景） ものづくりの現場に携わる技術者には、課題解決能力はもちろんのこと知的財産権に関する知識

も求められている。 

（目標） 

【４年機械工学科・創造工学実習】知的財産権についての理解を深めさせた上で、ロボット開発を通して関

連特許情報の収集・分析、技術課題克服のためのアイデア創出などに関連する実習を行う。 

【５年電子制御工学科・創造性開発工学】特許性判断のための基礎知識、先行技術の調査方法、出願書類の

書き方などを教授した後、技術課題を克服できる解決策を考案する形で明細書などの執筆訓練を行う。 

【３年全学科・特別活動】地域企業技術者の方々のご協力を得て、知的財産権に興味を持たせるための集中

講義およびアイデア創出訓練を行った後、生活に役立つアイデアを創出させ、コンテストを実施する。知

的財産管理技能検定など資格取得を目指させることで知的財産に関する意識を高める。 

活動の 

経過 

(知財との

関連） 

【４年機械工学科・創造工学実習】 

  課題として「フィールド内の障害を乗り越え、がれきを模擬した発砲スチロールの下の物を取り出し運

搬するレスキューロボット」を与え、ロボット開発に関して自らアイデアを創出し、設計・加工・組立・

評価などを行わせている。ロボット開発・設計においては、特許情報を活用するための検索・分析法、ア

イデア創出法についての講義・実習を展開しており、その段階で知的財産権に関する理解を深めさせ、そ

の重要性を認識させている。 具体的には、「産業財産権標準テキスト総合編・特許編」を用いて特許制

度と特許情報の収集・活用法を講義した上で、IPDL による特許情報検索を実施し、ロボット開発のため

の先行技術を調査・分析させて自らのアイデアに創出に活用させている。また、ロボット開発の各段階に

おいて発表会・競技会も実施している。 

【５年電子制御工学科・創造性開発工学】 

  卒業研究に関連する課題を学生個々に与え、課題を克服できる解決策を考案させた上で、明細書・特許

請求の範囲・要約書・図面を執筆させている。具体的には、「産業財産権標準テキスト総合編・特許編」

を用いて知的財産権に関する基礎的知識、特許性判断の基礎知識、発明の把握と展開および特許出願書類

の書き方などを講義している。その上で、「特許ワークブック 書いてみよう特許明細書出してみよう特

許出願」や関連する特許公報を参考に特許明細書などを執筆させ、上司あるいは弁理士への発明内容説明

を想定した発表会も実施している。 

【３年全学科・特別活動】 

  知的財産権の重要性を理解させるため、身近な商品を例とした集中講義を実施している。その上で、地

域の商工会議所・企業の協力を得てアイデア創出法の講義・実習を行い、商品開発に関するアイデアなどを

提出させてコンテストを実施している。また、知的財産管理技能検定について紹介し、３級問題などを解か

せて意識を高めさせている。 

まとめ 

･成果 

･気づき 

･反省 

課題 

学生に対する知的財産教育を効果的に実施するため、ものづくり教育を併用している。また、明細書執

筆まで指導することで、パテントコンテストなどへの応募、特許出願につながるため、学生はより積極的

に取り組んでいる。このためには、教える側の教員にものづくりの実際を知ること、特許出願の経験を有

することが必要となると考える。 

低学年の学生に対しては、アイデアコンテストへの参加や検定への挑戦をきっかけとして知的財産権に

興味を持たせるようにしている。アイデアコンテストでは、100 件を超えるアイデアが提出されており、

コンテストの併用は学生の興味を引き出すために有効と思われる。 

「本資料内の写真，イラスト，引用文献等の承諾が必要なものにつきましては，権利者の承諾を得ていることを申し添えます。」 

学校番号：専０４ 様式５ 
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写真１． ロボット開発に係わる特許情報調査などの     写真２． ３次元ＣＡＤによるロボット設計とＣＡＥ解析 

報告（４年機械工学科・創造工学実習）             （４年機械工学科・創造工学実習） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３． 発明内容発表会                     写真４． アイデア創出の講義･実習 

（５年電子制御工学科・創造性開発工学）            （３年全学科・特別活動）          

 

  



284 

 

活用事例（年間指導報告書の要約書） 

学校名 旭川工業高等専門学校 教員・教官名 教員  谷口牧子 

ねらい（○印） ○a 知財の重要性  ○b 法制度・出願    ○ｃ 課題解決（創造性開発・課題研究・商品開発等） 

○ｄ 知財尊重    ｅ）知財連携    ○ｆ 人材育成（学習意欲向上、意識変化、協調性向上等 ） 

関連法（○印） ○a 特許・実用法 ○b 意匠法 ○ｃ 商標法 ○ｄ 著作権法 ｅ）種苗法  ｆ）その他（       ） 

 

テーマ グローバル化社会に対応した実務に役立つ実践的な知財学習 

・背景 

・目標 

（背景） 

社会的経験の少ない学生たちに、知財がグローバルなものであることを、より実践的に理解させる

必要があるため 

（目標）  産業財産権に関する実務的な知識の習得を目指す 

活動の 

経過 

(知財との

関連） 

現代社会：知的財産権の基礎的な内容を理解させる。 

地理：国際理解の観点から環境問題に関わる知財と国境をこえる知財侵害を扱う。 

産業財産権論：標準テキストを用いて産業財産権制度の概要を理解させ、IPDL 検索実習を

行う知財に関する理解を深めるため弁理士による講演会を実施する。3 人～4 人でグループ

を作り、その中でブレーンストーミングを行い、アイデアを一つにまとめ、プレゼンテー

ションを行う。優れたアイデアについては、パテントコンテストに参加させる。その際、

先行技術の検索等が必須事項となるため、発明研究会所属学生と共同作業をさせる。 

法学Ⅱ：標準テキストを用いて知的財産権制度全般の基礎を学ぶ。知財に関する理解を深

めるため弁理士による講演会を実施する。IPDL 検索実習を行い、特許情報の活用と知的創

造サイクルに対する理解を深める。 

発明研究会：毎週 3 回互いのアイデアを利用して、プレゼンテーションおよびブレーンス

トーミングのトレーニングを行い表現力の向上をはかる。パテントコンテスト応募に向け

て、製作演習を実施する。模擬試作について弁理士の指導を受ける。 

まとめ 

･成果 

･気づき 

･反省 

課題 

現代社会：知的財産権の基礎的な内容を理解できた 

地理：国際理解の観点から環境問題に関わる知財と国境をこえる知財侵害を学んだ 

産業財産権論：先行技術尊重のための従来技術調査の意義を認識した 

法学Ⅱ：グローバルなレベルで、知財を理解できるようになった 

発明研究会：パテントコンテスト等への応募を通して、プレゼンテーションや文章表現 

能力等のさらなる向上をめざした 

・成果として 

①知財関係の各種コンテストへの参加 

デザインパテントコンテスト入賞 1 件 

エネルギー利用技術作品コンテスト入賞（JST 理事長賞受賞） 

ドリームマテリアルコンテスト（個人の部：優秀賞、団体の部：団体賞（発明研究会）） 

キャンパスベンチャーグランプリ北海道大会 最優秀賞、 全国大会出場 

開発推進事業の成果展示会発表会 敢闘賞 

②知財検定受験者の増加 

・今後の課題 

知的創造サイクルの実践を目指すためには、どのようなことが重要かについて、さらに、学生たちの

理解を深めるための工夫が必要である。 

「本資料内の写真，イラスト，引用文献等の承諾が必要なものにつきましては，権利者の承諾を得ていることを申し添えます。」 

学校番号：専０５ 様式５ 
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内海司弁理士による技術指導            創作作品「ペットボトルとペルチェ素子を 

利用した自転車サドル冷却器」 

 

 

    エネコン１４表彰式（２０１１，１２）                      

・ 

   

    富田尊彦弁理士による講演会風景①            富田尊彦弁理士による講演会風景② 
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活用事例（年間指導報告書の要約書） 

学校名 広島商船高等専門学校 教員・教官名 土屋 政憲 

ねらい（○印） ａ）知財の重要性   ｂ）法制度・出願    ｃ）課題解決（創造性開発・課題研究・商品開発等）

ｄ）知財尊重    ｅ）知財連携    ｆ）人材育成（学習意欲向上、意識変化、協調性向上等 ） 

関連法（○印） ａ）特許・実用法 ｂ）意匠法 ｃ）商標法 ｄ）著作権法 ｅ）種苗法  ｆ）その他（       ） 

 

テーマ 知的財産の意義と知的財産立国創設の意義 

・背景 

・目標 

（背景） 

国家政策「知財立国の建設」が浸透しつつある中、本校流通情報工学科では２年前のカリキュラム

改訂により知的財産教育の必要性が３年生教科目「知的財産基礎」（週２時間授業）として具体化し

た。本年度（平成２３年度）この「知的財産基礎」が開始されるものである。（本科３年） 

 本研究室は、法律を中心とした社会問題を探求するものである。本年度は知的財産に興味を示す

学生が４名配属された。（本科５年） 

（目標） 

・知的財産の概略とその現代社会における意義（本科／３年座学授業） 

   知的財産とは何か、社会的意義は何か、社会発展と知的財産の関係は何 

   かといった総体的理解を習得目標 

・ネット社会における知的財産(著作権等)の問題点(本科／５年・卒業研究) 

   現代社会における知的財産に関する問題を抽出させその背景、現況、対 

応を探求させ卒業論文にまとめる。 

活動の 

経過 

(知財との

関連） 

（本科３年教科目「知的財産基礎」） 

 「産業財産権標準テキスト（総合編）」を教科書に、「特許から見た産業発達史-教科書ではかたり

きれないもう一つの産業史-」及び「アイデアを活かそう未来へ－知的創造時代にむけて」を副読本

に、毎週二時間（二単位）授業を一年間通年実施した（している）。 

（本科５年卒業研究） 

 夏までの４ヶ月間は４名のゼミ生とともに「産業財産権標準テキスト（総合編）」ならびに「産業財産

権標準テキスト（商標編）」を講読。講読方法は４名がそれぞれテキストの一単限（５ページ前後）を

A４用紙一ページにまとめ報告し、全員で質疑応答するという方法。 

上記テキスト講読に加え夏までに問題抽出として下記の卒業研究テーマを確定した。 

 ・情報化社会と日本の商標権について（資料1） 

 ・電子書籍をめぐる諸問題について―著作権を中心として―（資料2） 

上記テーマの下、その背景、現況、対応を探求させ卒業論文として纏めさせた（させている）。 

また途中の成果として１０月に学科の４年生・５年生教職員の前で中間発表を、１月には本発表

を実施。 

まとめ 

･成果 

･気づき 

･反省 

課題 

（本科３年教科目「知的財産基礎」） 

 年４回の試験によって、２単位認定 

（本科５年卒業研究） 

 卒業研究認定による卒業認定 

 

「本資料内の写真，イラスト，引用文献等の承諾が必要なものにつきましては，権利者の承諾を得ていることを申し添えます。」 

学校番号：専０７ 様式５ 
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・教科目「知的財産基礎」授業要目・教科目「知的財産基礎」授業要目・教科目「知的財産基礎」授業要目・教科目「知的財産基礎」授業要目    前期（土屋担当）前期（土屋担当）前期（土屋担当）前期（土屋担当）    

1 産業と人間 

1-1 産業革命と技術 

1-2 技術革新の光と影 

1-3 知的財産とは 

1-3-1 有体財産 

1-3-2 無体財産 

2 今なぜ知的財産か 

2-1 我が国産業の発展 

2-2 世界の現況 Ｇ7、Ｇ20、NICs、NIEs、BRICs、 

2-3 知的財産制度の起源 

2-4 日本の知的財産制度 

3 特許 

3-1 特許制度の意義 

3-2 発明とは 

3-3 特許要件 

4 実用新案・意匠・商標 

・教科目「知的財産基礎」授業要目・教科目「知的財産基礎」授業要目・教科目「知的財産基礎」授業要目・教科目「知的財産基礎」授業要目    後期（風呂本担当）後期（風呂本担当）後期（風呂本担当）後期（風呂本担当）    

１． 知財について 

２． 著作権制度の沿革 

３． 著作権制度の概要 

４． 著作者の権利 

５． 著作者隣接権 

６． 外国の著作物の保護 

７． 著作物の利用 

８． 例外的な無断利用 

９． 侵害に対する対抗措置 

１０． 登録制度 

 

               

  （資料 1）卒業研究中間発表アブスト                （資料 2）卒業研究中間発表アブスト 

授業中トピックス的にとりあげた事項・事件授業中トピックス的にとりあげた事項・事件授業中トピックス的にとりあげた事項・事件授業中トピックス的にとりあげた事項・事件    

・ カメラ・フィルムメーカーの栄枯盛衰 

・ 経済発展とぺティ・クラークの法則 

・ 各国の経済発展指標（ＧＤＰ等） 

・ アメリカ合衆国憲法とプロパテント政策 

・ 「福沢屋諭吉」とパテント 

・ 青色発光ダイオード事件（中村教授） 

・ 光ディスク事件 

 

授業中トピックス的にとりあげた事件授業中トピックス的にとりあげた事件授業中トピックス的にとりあげた事件授業中トピックス的にとりあげた事件    

・ 中国での「クレヨンしんちゃん事件」 

・ タレント「高知東急事件」 

・ 機動戦士ｶﾞﾝﾀﾞﾑのパチモンについて 

・ 吉本の「面白い恋人」事件 

・ 「男の娘」、「阪神優勝」などの言葉狩り的な

登録事件について、 

・ ようつべニコニコなどの「違法アップロード」

とプロバイダ責任制限法 
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活用事例（年間指導報告書の要約書） 

学校名 群馬工業高等専門学校 教員・教官名 黒瀬 雅詞 

ねらい（○印） ○ａ ）知財の重要性  ｂ）法制度・出願   ○ｃ ）課題解決（創造性開発・課題研究・商品開発等） 

ｄ）知財尊重    ｅ）知財連携    ｆ）人材育成（学習意欲向上、意識変化、協調性向上等 ） 

関連法（○印） ○ａ ）特許・実用法 ○ｂ ）意匠法 ｃ）商標法 ○ｄ ）著作権法 ｅ）種苗法  ｆ）その他（       ） 

 

テーマ ものづくりや研究活動によって生じる知的財産権の意義と活用 

・背景 

・目標 

（背景） 

東日本大震災によって，日本の復興が期待され，新たなものを作り上げる，創造するバイ

タリティが求められた．ユーロ高やタイの大洪水など予想もされない出来事が多い中で産

業を支えるのが知的財産であった．経験と知見から復興をめざし，知的財産を活用する取

り組みが求められた． 

（目標） 

工学の知的財産権に関する科目を卒業生の弁理士から受講し，企業入社後に技術者として

日本のものづくり産業に必要な知的財産権に関する知識を取得させる． 

グループ学習を通して，個々の考えを表現したり，自己のモノづくりにおける知的財産の

意義を認識することと，その活用方法を理解し，習得しておくべき知識を習得させること

を目標とする． 

活動の 

経過 

(知財との

関連） 

・始めに知的財産法の各権利を説明し，それぞれの法の目的と役割について発明品等の現

物を用いながら説明する．その後，新規性，進歩性，公序良俗，単一性など，特許の要件

や企業において役立つ知財の知識，拒絶理由や職務発明についてなど，特許に係わるポイ

ントを学習する． 

第９回～第１３回はディベートを実施する。 

第９回 発明の把握 ，第１０回 発明の把握・展開，第１１回特許検索，第１

２回分析・企画書作成 ，第１３回 企画書作成  

このとき，１学科毎にローテーションを組む．大講義室では下記に示すように各学科に１

回ずつ振り分け，教員がオブザーバーとしてディベートに同席する．ローテーション以外

の学科は、授業前に本会場に全員集合してその日に行う事柄を確認し，その後、各班に分

かれて学生主導のディベート形式により企画書を進める． 

各ディベートでは司会・進行１名、書記２名を決め、毎回の議事メモを提出する． 

 

まとめ 

･成果 

･気づき 

･反省 

課題 

・震災の影響により，授業単元の見直し，授業期間の変更などがあり，実習の時間をもっ

と確保できると考えたが，時間的に困難であった．また，実習で作製する物品は CADで作

製する予定であったが，CAD を使える学生も限られているため，CAD が使える機械工学科の

学生をグループ学習のメンバーに必ず入るように配慮した．そのため，パテントコンテス

トでの図解はどのテーマも非常に分かり易くなった． 

・４か年目の取り組みとなったが，学校として共通選択制で全学年が受講できる仕組みを

構築することができたことは大きな成果となった．さらに，選択制で受講するため，取り

組む学生の学習意欲は高く，今年度はグループ学習においても学科を混合させ，柔軟なア

イディアが出るように工夫した． 

・その結果，パテントコンテストの応募も学内審査 14 件と昨年なみの応募を提出した． 

「本資料内の写真，イラスト，引用文献等の承諾が必要なものにつきましては，権利者の承諾を得ていることを申し添えます。」 

 

学校番号：専 08 様式５ 
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グラフ１．成果（指導前後の比較）                     グラフ２．成果（目標の達成レベル） 

 

 

 

  

 

写真１．授業風景                      写真２．学習内容 

 

 

1 2 3 4 5

1. この授業を受ける前

は，知的財産権に関して理

解していた．

2. この授業を受けた後

は，知的財産権に関して理

解できた．

1 2 3 4 5

14. ものづくりや研

究活動によって生じ

る知的財産権の意義

と活用方法を理解…

15. 来期の5年生に

もこの授業を勧めた

い．
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活用事例（年間指導報告書の要約書） 

学校名 鈴鹿工業高等専門学校 教員・教官名 垰 克己 

ねらい（○印） ○ａ ）知財の重要性  ○ｂ ）法制度・出願  ○ｃ ）課題解決（創造性開発・課題研究・商品開発等） 

○ｄ ）知財尊重    ｅ）知財連携    ｆ）人材育成（学習意欲向上、意識変化、協調性向上等 ） 

関連法（○印） ○ａ ）特許・実用法 ○ｂ ）意匠法 ｃ）商標法 ｄ）著作権法 ｅ）種苗法  ｆ）その他（       ） 

 

テーマ 本校学生及び地域の青少年に対する知的財産教育の推進及び普及 

・背景 

・目標 

（背景）  ものづくり産業への就業人口は年々低下傾向にあり、地元において理科好きの青少年を

育成することは、将来的にも産業拠点としての存続意識を持たせる大きな原動力となる。そのために

は、創造性教育と知財教育を合わせもった教育の実施とその継続が必要であり、地域ぐるみの創造

性かつ知財教育プロジェクトの遂行が求められている。 

（目標）本校学生の知的財産に関する知識の習得と特許出願できる創造力・実践力の育成を図るとと

もに、地域小中学生への特許に関する知的好奇心を育む。 

活動の 

経過 

(知財との

関連） 

① 知的財産管理技能検定に合格した場合の単位取得が認められた。（４月） 

② 知的財産委員会において、今年度の実施計画について検討した。また、「パテントコンテスト及

び意匠コンテストに向けたアイデアの創生と育成活動」のテーマで、放課後に履修して単位が

取得できる課題研究を教務委員会に申請し、実施が認められた。（4 月） 

③ パテコン実施のポスターを作成するとともに、説明会を開催して学生にコンテストの周知を図り、

６月末を締切りとして、募集を行った。また、課題研究履修希望者を募った結果、全学年 4 学科

から２２名の学生が応募した。（５月） 

④ 毎週水曜日の放課後に課題研究を実施し、(1) 産業財産権標準テキストを使用した基礎知識

の習得、 (2) 特許電子図書館検索演習、 (3) 発明・意匠についてのアイデアの創作を、知的財

産委員会の教員複数名で指導した。（6 月～９月） 

⑤ 専攻科学生を対象に、企業で知財業務を担当した外部講師による講演会を実施し、知財が企

業にとってどれほど重要であるかを、知財の知識と合わせて学習した。（7 月） 

⑥ パテントコンテストの応募が１年生から専攻科１年生まで４９３件あり、知的財産委員会の担当教

職員８名で 2 段階の審査を行い、優秀作品を決定した。（7 月～8 月） 

⑦ ⑥の優秀作品を全国パテントコンテストに応募した。また、課題研究による意匠のアイデア数件

を全国デザインパテントコンテストに応募した。（9 月） 

⑧ 4 年生全学科対象の選択科目「法学Ⅰ」の一部で、基本的人権の一つである財産権（著作権を

含む）について講義が実施された。また、「産業財産権標準テキスト（総合編）」を用いて、機械

工学科 1 年生対象に「機械工学序論」で知的財産について、また電子情報工学科 1 年生対象

に「電子情報工学序論」で情報に関する法的側面（著作権とライセンス）について講義が実施さ

れた。（9 月） 

⑨ 後期 4 年生全学科対象の選択科目「法学Ⅱ」で、「産業財産権テキスト（特許編）」を用いて 15

週にわたって、日本の特許制度の基礎知識について講義が実施されている。（10 月～2 月） 

⑩ 高専機構本部の発明コーディネーターを招いて、教職員対象の知財に関する講演会を実施し

た（９月）。引き続いて、3 年生全学科の学生全員対象に、企業で知財業務を担当した外部講

師による講演会を実施した（11 月）。 

⑪ 鈴鹿少年少女発明クラブの小中学生達に、創造性実験のワークショップを開催した。（11 月） 

⑫ 課題研究受講生を対象に、外部講師により特許明細書の作成要領を講義するとともに、模擬的

特許出願書類の作成を課して、外部講師と本校教員とで添削指導を行い、最終日に書類の提

出と発表会を実施する予定である。（１０月～1 月） 

学校番号：専１１
様式５ 
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⑬ 学内パテコンの表彰式を実施する予定である。（２月） 

⑭ 今年度の活動の総括を行う予定である。（3 月） 

まとめ 

･成果 

･気づき 

･反省 

課題 

・計画した全ての内容を実施することが出来た。 

・パテントコンテストの応募書類作成のレベルアップを図る高めるために、低学年の早い時期にＩＰＤ

Ｌを用いた特許検索を紹介する必要がある。 

・模擬的特許出願書類作成の実習指導は初めての試みで、受講生の報告書や発表内容、さらには

アンケート調査を行って実施方法を検討するとともに、初期の段階から地域の専門家に依頼して、

教員指導の負担軽減と実施内容の充実を図る必要がある。 

・一般教育担当教員にもパテントコンテストの審査をお願いして、知財教育の大切さの理解を求め、

協力体制を充実させていく必要がある。 

「本資料内の写真，イラスト，引用文献等の承諾が必要なものにつきましては，権利者の承諾を得ていることを申し添えます。」 
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活用事例（年間指導報告書の要約書） 

学校名 津山工業高等専門学校 教員・教官名 小林 敏郎 

ねらい（○印） ａ）知財の重要性   ｂ）法制度・出願    ｃ）課題解決（創造性開発・課題研究・商品開発等） 

ｄ）知財尊重    ｅ）知財連携    ｆ）人材育成（学習意欲向上、意識変化、協調性向上等 ） 

関連法（○印） ａ）特許・実用法 ｂ）意匠法 ｃ）商標法 ｄ）著作権法 ｅ）種苗法  ｆ）その他（       ） 

 

テーマ 知的財産の早期一貫教育による知財マインドを有する創造的技術者の育成 

・背景 

・目標 

（背景）グローバリゼーションに対応し，競争に打ち勝つためには，問題解決能力を有する創造的な

人材が不可欠であり，さらに知的財産の重要性を理解し，アイデアを権利化できる技術者の育成が

急務である。そのためには，低学年からの早期導入教育と，専攻科までの 7 年間一貫した創造力お

よび知財教育が必要である。 

（目標）各学年，科目，組織により，以下の目標を設定した。 

(1) 電子制御工学科（1年）：特許を利用した創造性教育。アイデアシートの作成。 

(2)設計製作課題演習（３年）：知的財産権の概要理解 

(3)システム工学（５年）：特許戦略･特許マップの理解 

(4)生産管理工学（専攻科）：特許考案及び明細書の作成，校内アイデアコンテストへの応募 

(5)クラブ活動（ロボット製作，１～５年），（内燃機関製作，１～５年）：特許考案・明細書

作成，パテントコンテスト応募。 

活動の 

経過 

(知財との

関連） 

(1)電子制御工学科ﾎｰﾑﾙｰﾑ（1 年）：低学年次の創造性教育に知的財産に関する早期導入教育取り入

れる試みとして，1 年生を対象にｱｲﾃﾞｱｼｰﾄを作成させたところ，「創造力の育成に役立ちそうであ

る」が 51%，「役立ちそうにない」が 20%，「特許に関心が持てるようになった」が 44%，「関心が持てな

い」が 22%であり，1 年生への早期導入教育としては好評であった。 

(2)設計製作課題演習（３年）：本学年は初めての知財教育であり，知的財産権の概要理解は十分に得

られた。 

(3)システム工学（５年）：IPDL による検索において，キーワード検索だけでなく FI を用いた検索ができる

ようになり，全員が検索結果をフォーマットに整理提出することができた。 

(4)生産管理工学（専攻科）：全員が模擬明細書を作成し，校内ｱｲﾃﾞｱｺﾝﾃｽﾄに応募することが出来た。 

(5)クラブ活動（ロボット製作，１～５年）および（内燃機関製作，１～５年）：パテントコンテストでの入賞例の

解説に対しては，活発な質問がでるなど，興味およびモチベーションの向上に有効と考えられる反

応が見受けられた。また，パテントコンテストに 1 件応募し，入賞は逃したものの，「良いアイデア

で，試作品，図面ともにすばらしいと」のご評価を頂いた。関連特許検索においても，自発的に従

来例がないか等のチェックを行っており，IPDL の使用法についての理解度は高いと考えられる。 

 

まとめ 

･成果 

･気づき 

･反省 

課題 

本年度は，本プログラムを初めて担当させて頂き，計画書の作成，予算管理，発注作業，資料印刷な

どに手間取り，本来の教育，指導が疎かになりましたが，講師の先生方やリーダーシップを持った学生

のおかげで，大きな成果を上げることができました。特に，カリキュラムの変更などで少し減少傾向にあっ

た知財教育対象学生数については，本プログラムへの参加により大きく増加させることが出来ました。従

って知財教育の観点からは，このペースを継続していけば良いと考えられます。ただし，実際の特許出

願，権利化の観点からは，高専の技術成果の大部分を占める卒業研究と如何に接続性を持たせるかを

考えていく必要があると考えています。 

 

「本資料内の写真，イラスト，引用文献等の承諾が必要なものにつきましては，権利者の承諾を得ていることを申し添えます。」 

 

学校番号：専 12 
様式５ 
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写真１． 活動風景（5 年生向け講義）             写真２．活動風景（ｸﾗﾌﾞ活動向けセミナー）   

                                           パテントコンテスト応募要領の説明等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図１． 創作作品の 1 例（3D-CAD 図）             図２． 創作作品の 1 例 

卓球用自動収集機及び練習装置 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5年年年年 電子制御工学電子制御工学電子制御工学電子制御工学 システム工学システム工学システム工学システム工学

（（（（講義講義講義講義））））

特許戦略･特許マップの理解特許戦略･特許マップの理解特許戦略･特許マップの理解特許戦略･特許マップの理解

弁理士による講義（2011年7月6日および13日） 弁理士によるセミナー（2011年7月15日）

1～～～～5年年年年 全学科全学科全学科全学科 ロボット製作ロボット製作ロボット製作ロボット製作（（（（クラブ活動クラブ活動クラブ活動クラブ活動）））） ・・・・特許考案・明細書作成特許考案・明細書作成特許考案・明細書作成特許考案・明細書作成

・・・・パテントコンテスト応募パテントコンテスト応募パテントコンテスト応募パテントコンテスト応募要領，過去要領，過去要領，過去要領，過去

の入選事例の入選事例の入選事例の入選事例

1～～～～5年年年年 全学科全学科全学科全学科 内燃機関製作内燃機関製作内燃機関製作内燃機関製作（（（（クラブ活動クラブ活動クラブ活動クラブ活動））））

図３． アイデアシート（1 年生）及び FI を用いた

検索結果（5 年生）の一例 

表１． 成果（指導前後の比較） 

知的財産教育対象学生数およびアイ

デア創出件数の推移 

H21年度年度年度年度 H22年度年度年度年度 H23年度年度年度年度
H24年度年度年度年度

（計画）（計画）（計画）（計画）

知的財産推

進校

参加 ― 参加参加参加参加 参加

教育対象

学年数

（部活動除く）

3学年 2学年 5学年学年学年学年 6学年

教育対象

学生数

120 80 160 200

特許

模擬出願数

20 20 20 20

アイデアシー

ト作成数

20 20 60 80
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活用事例（年間指導報告書の要約書） 

学校名 熊本高等専門学校 教員・教官名 河崎 功三 

ねらい（○印） ○ａ）知財の重要性  ｂ）法制度・出願 ○ｃ）課題解決（創造性開発・課題研究・商品開発等） 

ｄ）知財尊重    ｅ）知財連携   ｆ）人材育成（学習意欲向上、意識変化、協調性向上等 ） 

関連法（○印） ○ａ）特許・実用法 ｂ）意匠法 ｃ）商標法 ｄ）著作権法 ｅ）種苗法  ｆ）その他（       ） 

 

テーマ 各自アイディアの特許出願書類作成をとおして、知的財産権を学ぶ 

・背景 

・目標 

（背景） 

社会のグローバル化、技術革新の高速化の中で日本、企業が生き残るためには技術の優位を維持し続けることが

大変重要になってきている。優位性の維持方法には企業秘密や特許取得などあるが、特許取得が一般的で重要で

ある。これに対応し本校でも専攻科全学生を対象に授業として技術開発と知的財産を講義する「技術開発と知的財

産権」の授業を本年度から発足させ、技術開発と知的財産権を必須科目として講義する事になった。 

（目標） 

学生が知的財産権の社会的意義を理解し、特許出願書類を書くことができる。 

活動の 

経過 

(知財との

関連） 

 １）  知的財産権の全体的説明      

 ２）  １回目発明アイディアの提出、IPDL 検索（自分のアイディアと関連のある特許の要約書をプリントし特許出願

書類とともに提出） 

 ３）  外部講師（弁理士）による特許出願書類の書き方の講演 

 ４）  外部講師による発想法の講演 

 ５）  外部講師による発想法の演習  

 ６）  グループでの特許説明及び討議  

 ７）  特許出願書類作成、提出  

 ８）  特許出願書類評価、返却  

９） 教師がより良い知財教育方法構築のために他校視察および知財に関する講習会に参加する。 

まとめ 

･成果 

･気づき 

･反省 

課題 

成果：全ての学生が特許出願書を提出し、評価も平均７８点だったので初期目標は達成した。 

 

気づき：本事業が学校の授業として行なわれ、内容が抽象的でなくかつ実社会と関連が大変深い知的財産

権なので、学生が興味を持って取り組もことができる授業の１つであった。 

 

反省：アイディアの発想から特許出願書類の提出まで行なったので、アイディアを練る時間が足りなかつた。 

 

 

「本資料内の写真，イラスト，引用文献等の承諾が必要なものにつきましては，権利者の承諾を得ていることを申し添えます。」 

 

  

学校番号：専１３ 様式５ 
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写真１． 特許出願書類の書き方講演              写真２． 発想法の演習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真３．グループでのアイディア説明・討議             写真４．アイディアの１例 
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活用事例（年間指導報告書の要約書） 

学校名 鹿児島工業高等専門学校 教員・教官名 玉利陽三 

ねらい（○印） ａ）知財の重要性  ｂ）法制度・出願  ｃ）課題解決（創造性開発・課題研究・商品開発等） 

ｄ）知財尊重    ｅ）知財連携    ｆ）人材育成（学習意欲向上、意識変化、協調性向上等 ） 

関連法（○印） ａ）特許・実用法 ｂ）意匠法 ｃ）商標法 ｄ）著作権法 ｅ）種苗法  ｆ）その他（       ） 

 

テーマ 5 年：本校カリキュラムへの知財教育の組み込みならびに知財教育の実施 

3 年：知的財産マインドの育成 

・背景 

・目標 

（背景） 

これまで科目の中で知的財産について一部は触れられることがあったが、知的財産に関する科目

がなく、知財に関することを知らずに卒業するものも多かった。 

（目標） 

非常勤講師の協力を得て本校カリキュラムへ知財教育を導入し実施する。講義では、知的財産に

関することの理解からパテントコンテストへの応募までを目標とする。近い将来、非常勤講師に頼ら

ず、本校教員で実施できるような下地作りをする。 

3年の学生全員への知財の導入教育を実施し、知財の概要、IPDLの使い方については理解させ、

今後の創造的な活動時に役立てることができるようになる。 

活動の 

経過 

(知財との

関連) 

５年知的財産概論（選択科目）:本講義を今年度より非常勤講師を中心に本校の教員 3 名を含めて

開講した。産業財産権標準テキスト（特許編）（総合編）をもとに授業が進められた。最終的には受講

者 15 名と少なかったが、知的財産に関することを理解し、自らのアイディアを文書の形にまとめるこ

とができた。さらに、パテントコンテストへ応募するために IPDL を使用して特許等を調査して、ほとん

どの学生は、書類を作り上げることができた。そのアイディアの中で、３件を選定し、該当学生は、夏

休み中に試作品の作成、パテントコンテストの書類再作成を行い、パテントコンテストに応募させるこ

とができた。 

３年特別活動：３年の5クラスに対して知的財産講演会、セミナを実施した。全員に産業財産権標準

テキスト（特許編）（総合編）を配付した。さらに全員がパソコンを使用できるように 1 クラス毎開催し

た。IPDL の実習においては、検索方法や特許の見方等を学び、実習することができた。アンケート

より、受講前はほとんどの学生が知的財産について理解していなかったが、受講後は、ほとんどの

学生が知的財産の概要を“理解できた”との結果を得た。 

まとめ 

･成果 

･気づき 

･反省 

課題 

今年度から開講した知的財産概論は、試験とパテントコンテストへの応募書類で評価されたが、受講

した学生全員が単位修得でき、知財に関する理解はもちろんのこと、自らのアイディアを文書の形に

まとめることができた。その際に、IPDL を使って、同じような特許等の有無を探すことも出来るように

なった。自分の専門分野に関することも含め、身近なことについてのアイディアを出してもらうことにし

たが、学生より出て来たアイディアは、身近なものに限られた。自分の専門分野に関するアイディア

は 1 件もなかった。今後は、高専の学生らしいアイディアを発想してもらうように教材等を考える必要

がある。 

3 年特別活動において、各クラス 2 時間の講演会・セミナを実施した。クラス毎に実施したため、5 学

科が若干異なる内容となったが、十分に知財の概要を理解させることができた。各学科に対応した

内容にすることも考えていく必要がある。受講した学生はこの講演会セミナで理解できたことを今後

の創造的な活動時に役立てて欲しいと考えている。 

教員の研修として、知財教育に関する地域別検討会へ参加した。今後は、参加人数を増やして知

財教育に関わる教員を増やして本校の知財教育を盛り上げていきたい。 

「本資料内の写真，イラスト，引用文献等の承諾が必要なものにつきましては，権利者の承諾を得ていることを申し添えます。」 

学校番号：専 14 様式５ 
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写真１． 知的財産概論講義風景                写真２． 知的財産概論実習風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真 3．3 年特別活動（知財講演会セミナ）       グラフ１．知財講演会セミナアンケート結果 

                                           （聴講前後の比較） 

 

 

  

 

 

 

 




